
様式第２号（別表関係） 

建 設 関 連 業 務 見 積 結 果 調 書 

 

 担 当 課 上下水道課 

委託業務名 大沢漁港漁業集落排水施設機能保全実施設計業務委託 

委 託 場 所 下閉伊郡 山田町 大沢 地内 

見 積 日 時 令和５年８月１７日   午前９時００分 

予 定 価 格 
（税込み）    13,992,000円 

（税抜き）    12,720,000円 

見積者の商号又は名称 
見 積 額 （円） 

第１回 第２回 第３回 備 考 

（一財）漁港漁場漁村総合研

究所 
11,200,000   決定 

以下余白     

     

     

     

見積の結果 

随意契約の相手方 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 

契約金額 （税抜き） 11,200,000円【（税込み） 12,320,000円】 

 

随意契約理由 

漁業集落排水処理施設は、生活排水処理施設として整備された施設であり、

恒久的に活用及び使用されていくものであることから、当該施設の改築、補

修及び維持管理については、機能保全計画に基づき実施するように求められ

ているものである。 

大沢地区にある漁業集落排水処理施設は、建設から２４年が経過しており、

平成２３年の東日本大震災において一部機器の更新及びオーバーホールを実

施しているが、施設全体の劣化が進んでいることから、機能保全に向けた実

施設計業務を行うものである。 

本業務の実施にあたっては、当初設計及び保全計画と一貫した内容としな

ければならないことから、当該施設の設計から建設、震災時の応急復旧及び

機器の更新等、施設の状況を熟知し把握している者に実施させる必要があり、

実施可能な者が１者に限定されるものであることから、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第２号の規定により当該実施業者と随意契約するもので

ある。 

 


